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□　a.期待以上

■ b.期待どおり

□　c.やや下回る

□　d.期待以下

　最終予算額　 （Ａ) 国庫・県単

　決　算　額 （Ｂ) 実施方法

Ｂ(H21はＡ）のうち一般財源

 従事する職員数

 概算人件費　  （Ｃ）

　概算事業費　（Ｂ(H21はA)＋Ｃ）

　□　余地なし ■　当面余地なし □　余地あり

　□　余地なし □　当面余地なし ■　余地あり

　□　余地なし ■　当面余地なし □　余地あり

事業内容

（財）長野県農業開発公社（以下「県公社」という。）が行う農地保有合理化事業に対し、次の補助を行う。
・農地の買入及び小作料前払に要する資金の利子　　　　　   （補助率：【国】6/10【県】4/10、【県】10/10）
・農地の一時貸付等と併せて行う農業用機械等のリース料    （補助率：【国】1/2）
・県公社所有農地に対する簡易土地基盤整備に要する経費 （補助率：【国】1/2）
・農地保有合理化事業に係る業務等に要する経費　　　　　   （補助率：【国】6/10【県】4/10、【国】1/2【県】1/2、【県】10/10）

実施期間 Ｓ４５ 根拠法令等 農地保有合理化促進対策費補助金、食と農業農村振興計画

【課題の特定（事業の実施により解決しようとする課題は何か）】

　市町村農業委員会及びＪＡ等関係機関との連携を一層密にして農地の中間保有機能を生かした売買や貸借を推進し、農業
経営の規模拡大を志向する農家へ農地を集積する。
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事業の
目　的

認定農業者等への農地の利用集積を推進し、農業経営の規模拡大や安定化を図る。

【現状（事業の目的との間にどのようなギャップがあるか）】

認定農業者等の農業経営の規模拡大や利用集積が不十分である。

【原因分析（ギャップが発生している原因は何か）】

・農家の高齢化や農産物価格の低迷等による農業経営規模拡大意欲が減退している。
・農地の利用調整機能が十分に発揮されていない。

事業の
必要性

8,568 8,579

千円 98,949 90,592

補 助 金 :　　　81,147
需用費等:　　　  　866

1.20

8,579

89,629

82,013 ― 直接、補助

48,497 43,508 43,349 歳出節別
内訳等

（単位：
　　千円）

1.20 1.20

20年度 21年度（当初） 20年度の概要

千円 90,383 82,013 81,050 国庫・県単

19年度

　長期保有地の適切かつ早急な解消を進め、農地保有
合理化事業の安定的な推進を図ることにより有効性を高
める余地がある。

  □　増加 ■　横ばい □　減少

左記以外の20年度の実績

農地の買入 65 74 76
・農業用機械・施設リース　　　22件
・簡易な土地基盤整備　　　　　2箇所
・長期保有地の処理　　　　　　42筆

81 78

農地の貸付(年度末保有量） 524

20年度

548 525

21年度（予定）19年度

83

内線

E-mail
農地保有合理化促進対策事業

中期総合計画主要施策番号 担
当
課

３１１５

noson@pref.nagano.jp
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事業の目指す成果 達成度（期待どおり）の判定基準（H20) 達成状況 評価

　認定農業者等への農地の利用集積
を推進し、農業経営の規模拡大や安定
化を図る。

平成20年度目標を次のとおりとする。
・農地の買入　　　　　　　　　　　　76ha
・農地の売渡　　　　　　　　　　　　83ha
・農地の貸付（年度末保有量）　580ha

平成20年度実績は次のとおりであった。
・農地の買入　　           　　　　７４ha
・農地の売渡　　　　　            　8１ha
・農地の貸付（年度末保有量）　525ha

平成21年度事務事業評価シート （20年度実施事業分）

2-03 農政部農村振興課部・課事業番号
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ha
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区　　分 単位

人

千円

事　業　名

90,381

事
業
実
績

内　　容 単位

ha

農地の売渡

千円

千円

　概　算
　人件費
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区　分 判　定　・　説　明

事業のニーズの変化

県の関与を見直す余地

有効性を高める余地

効率性を高める余地

課題の総括

・認定農業者等の農業経営の規模拡大や安定化を図るため、農地保有合理化事業の安定的な推進が必要。
・平成１９年に公社が策定した「長期保有地解消対策推進方針」に基づき、国等の施策を最大限に活用した長期保
有地の早期解消に努めるとともに、推進方針策定後の情勢の変化を踏まえた推進方針の見直しを行うことが必要。
・国の農地政策改正に対応した農地保有合理化事業のあり方を引き続き検討することが必要である。
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